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　2023年11月号のニュースレター

をお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等

があれば、当事務所までお問い合

わせください。

社会保険労務士ケイエム・オフィス

社会保険労務士ケイエム・オフィス

愛媛県西予市宇和町上松葉409番地1　1F

TEL:0894-62-2353　FAX：0894-62-2370

◆厚生労働省が乗り出した扶養の壁対策

◆最低賃金引上げに伴い賃上げに取り組む企業への公的支援

◆育児休業中の従業員を働かせることはできるか

◆確認しておきたい研修時間の取扱い



①106万円の壁への対応
[キャリアアップ助成金の変更 ]
　現在あるキャリアアップ助成金に「社会保険
適用時処遇改善コース」が新設されることとな
りました。このコースは、短時間労働者が社会
保険の加入により手取り収入が減少すること
を意識せず働けるよう、従業員の収入を増加さ
せる取組みを行った会社に対して、従業員1人
当たり最大50万円の支援を行うものとなって
います。なお、実施に当たっては、支給申請の事
務が簡素化される予定です。
　また、従業員の収入を増加させる取組みとし
ては、賃金の引上げや所定労働時間の延長が
考えられますが、これらのほか、社会保険の適
用に伴う社会保険料の負担を軽減するために
「社会保険適用促進手当」を支給する場合も、
助成金の支給対象にするとしています。
　公布は2023年10月下旬が予定されてお
り、地域別最低賃金の最も早い発効日である
2023年10月1日に遡及して適用されることに
なっています。

[社会保険適用促進手当 ]
　この「社会保険適用促進手当」については、
新たに発生した本人負担分の社会保険料相当
額を上限として、従業員の標準報酬月額・標準
賞与額の決定の際には考慮しない取扱いとな
ります。この取扱いの適用は最大2年間とされ
ています。対象は標準報酬月額が10万4千円
以下の従業員に限られる予定です。

②130万円の壁への対応
　被扶養者の認定の基準の1つに「年収130
万円未満であること」があります。この被扶養
者の認定基準について、人手不足による労働時
間延長等に伴う一時的な収入の変動によると
きは、その旨を会社の証明を添付することによ
り迅速で円滑な判断ができるように変更されま
す。あくまでも一時的な事情のため、同一の従
業員について原則として連続2回を上限とされ
る予定です。

このほか、特に中小企業において、配偶者手当の見直しを後押しするために、見直しの手順をフローチャー
トで示す等のわかりやすい資料を作成・公表するといった対応も図られることになっています。詳細は今
後示されることになりますので、厚生労働省のホームページで確認するとよいでしょう。
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厚生労働省が乗り出した
扶養の壁対策
社会保険には、①年収106万円以上で、健康保険・厚生年金保険に加入することから、社会保
険料の負担を避けて就業調整をするいわゆる「106万円の壁」と、②年収130万円以上で、国
民年金・国民健康保険に加入することから、社会保険料の負担を避けて就業調整をするいわゆ
る「130万円の壁」があります。9月下旬、厚生労働省からこれらの壁を意識せずに働くことので
きる環境づくりを後押しするための施策「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されました。

※この内容は2023年10月10日現在の情報に基づきます。

社会保険労務士ケイエム・オフィス



業務改善助成金
　業務改善助成金とは、事業場内で最も低い
賃金を30円以上引き上げ、設備投資等を行っ
た中小企業・小規模事業者等に、設備投資等
の費用の一部を助成する制度です。
　事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の
差額が50円以内の事業場が対象となります。
例えば地域別最低賃金が950円で、事業場内
の最低賃金が985円の場合、差額が50円以
内であることから対象となります。また、2023
年8月31日より、事業場規模が50人未満で、
2023年4月1日から2023年12月31日まで
に事業場内の最低賃金の引き上げを実施した
場合は、賃金引き上げ後に申請することも可能
です。
　費用の助成率は、以下のとおりです。なお、引
き上げる労働者の数と引上げ額の区分に応じ
て、助成上限額が設けられています。

事業場内最低賃金 助成率

900円未満 9/10
900円以上950円未満 4/5(9/10)

950円以上 3/4(4/5)
※(　)は生産性要件を満たした場合

キャリアアップ助成金
　キャリアアップ助成金に設けられている「賃
金規定等改定コース」は、有期雇用労働者等の

基本給を定める賃金規定等を3％以上増額す
る形で改定し、その規定を適用させた場合に助
成されるものです。
　3％以上5％未満増額改定した場合に1人当
たり5万円(大企業3.3万円)、5％以上増額改
定した場合に6.5万円(大企業4.3万円)が助
成されます。1年度1事業所あたりの支給申請
上限人数は100人までです。

事業再構築補助金
　事業再構築補助金に設けられている「最低
賃金枠」は、最低賃金の引上げの影響を受け、
その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中
小企業等を対象に補助金を交付しています。
　補助率は中小企業の場合3/4、中堅企業の
場合2/3で、従業員数の区分に応じて補助上
限額が設けられています。なお、この補助金は、
期間を区切って公募されているため、要件につ
いては最新情報を確認ください。 
　これらのほか、ものづくり・商業・サービス補
助金とIT導入補助金については、「事業場内最
低賃金を地域別最低賃金プラス50円以上の
水準にすること」を満たした場合、補助金の採
択において加点措置が設けられています。
　今回とり上げた助成金・補助金には、様々な
要件が設けられています。活用を検討される場
合は事前に確認しましょう。
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最低賃金引上げに伴い賃上げに
取り組む企業への公的支援
2023年度の最低賃金は、過去最大の引上げ幅となりました。この引上げに伴い、賃上げに取り
組む企業への公的支援が設けられています。助成金・補助金には予算額が設けられているため、
いざ活用しようと考えたときに、受付が終了している可能性があります。活用される場合は、早め
に検討しましょう。

社会保険労務士ケイエム・オフィス
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育児休業中の従業員を働かせる
ことはできるか
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、
社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

当社で初めての男性の育児休業取得者が出ることになりそうです。本人から子どもが生
まれた1週間後から、3週間程度の育児休業を取りたいという相談がありました。

そうでしたか。時期的には、出生時育児休業（産後パパ育休）と、子どもが1歳になるまで取得
できる育児休業（以下、「通常の育休」という）の両方が取れますが、いずれを取るのでしょうか。

本人からはどちらを取るという話は出ていません。どちらの休業か特定しないといけない
のでしょうか。

はい、育児休業の制度としては別のものになりますので、特定が必要です。話は少しそれ
ますが、3週間、育児休業に専念されるのですか？

育休は育児に専念するために労働の義務が免除されるものですから、働くこと（働かせ
ること）は原則的には認められないということになっています。

① 産後パパ育休を取るか、通常の育休を取るかは、従業員が特定する必要がある。
② 産後パパ育休には合意による就業として、産後パパ育休中に働く仕組みがある。
③ 産後パパ育休中および通常の育休中は、例外的に、一時的・臨時的就労として、 
     働いてもらうことができる。

実は、彼に必ず出席してもらいたい重要な会議がちょうど育児休業中にありそうなので
す。その日だけ、自宅からオンラインで出席してもらおうと思っていました。2時間程度で
すので、問題ありませんよね？

育児休業中は、原則として就業できないことになっています。会議に出席する予定であれば、
産後パパ育休にする必要がありますね。産後パパ育休には、労使協定を結び、育児休業を取
得する前に、従業員と合意することで、一定の範囲内で就業ができる仕組みがあります。

驚きました。本人が同意していれば、育児休業中に働いても問題ないと思っていました。

社労士

ONE 
POINT

なるほど。今後、適切に対応していこうと思います。ところで、通常の育休では育児休業中
に働いてもらうことがまったくできないのですか？

育児の手が空いて、会社と従業員とで調整し、一時的・臨時的に働いてもらうことはできま
す（一時的・臨時的就労）。ただし、恒常的・定期的に働くことになれば、そもそも育児休業は
終了になります。ちなみに、一時的・臨時的就労は産後パパ育休であってもあり得る話です。

承知しました。本人とも調整しつつ、育児休業前までに対応していきます。

社会保険労務士ケイエム・オフィス



労働時間とは
　そもそも労働時間とは、使用者の指揮命令
下に置かれている時間のことをいいます。使用
者が明示の指示をしていない場合であっても、
黙示の指示により労働者が業務に従事してい
る時間は労働時間に該当します。

研修時間の取扱い
　研修については、参加するように業務命令が
出ている場合は、労働時間に該当します。反対
に、参加するように業務命令が出ておらず、自
由参加のものであれば労働時間には該当しな
いとされています。
　このときの注意点として、業務命令が出てい
なかったとしても、その研修に参加しなければ、
実際に業務を行うことができないものや、出欠
を取るなどして事実上、参加が強制されている
と判断されるものは労働時間に該当します。具
体的には、右図の流れに沿って確認するとよい
でしょう。

トラブルの防止ポイント
　研修を行う際には、事前に、研修の目的と労

働時間に該当するか否かを明示しておくと、労
働者にとって分かりやすく、トラブルの防止にも
つながります。
　また、終業時刻後に研修を行う場合は、研修
を始める時点で業務が終了していることを確認
し、業務との区切を設けたうえで研修を始める
とよいでしょう。そのほか、通常の勤務場所とは
異なる場所や、勤務でないことが外形的に明確
に見分けられる服装で研修を行うことも、業務
との区切を明確にすることにつながります。

研修以外にも、労働時間に該当するか否か判断に困るケースとして、出社時の混雑や渋滞を回避するた
め等に、労働者が自発的に始業時刻よりも前に会社に到着しているようなケースがあります。これについ
ては、始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示を受けていないような場合は労働時間に
該当しません。この機会に適正な取扱いができているか確認しましょう。

研修に参加するように業務命令が出ているか

出ている

事実上、参加が強制されているか

強制されて
いる

労働時間に該当

労働時間に
該当

強制されて
いない

労働時間に
該当しない

出ていない
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確認しておきたい研修時間の取扱い
始業時刻前や終業時刻後に自主勉強会のような形で研修を実施することがありますが、後に
なってそれが労働時間に該当するのか否か、トラブルになるケースが見受けられます。以下では、
労働時間の考え方とトラブルを未然に防止するためのポイントを確認します。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

社会保険労務士ケイエム・オフィス
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流動比率とは
　流動比率とは、企業の短期的な支払い能力
をみる指標であり、

で算出することができます。

流動資産と流動負債
　流動資産とは、 1年以内にお金にする（換金
する・回収する）ことを目的としているものを指
し、現金預金、受取手形、売掛金、棚卸資産など
が該当します。流動負債とは、 1年以内に返済
しなくてはならないものを指し、支払手形、買掛
金、短期借入金などが該当します。

流動比率の目安
　業種や業態によって比率にバラツキが出ま
すが、流動比率の目標値は200％以上、最低で
も150％以上が望ましいといわれています。

　ただし、流動比率が目標値以上であっても安
心できないケースがあります。たとえば、流動資
産の売掛金の中に不良債権がある、棚卸資産
の中に不良在庫があると、現金化が困難な資
産であるため、それを当面の支払いに充てるこ
とができません。したがって、流動資産の中に不
良債権や不良在庫が多い場合、実際の流動比
率はもっと低くなります。

　流動比率の改善方法の一例として、次のよう
な方法が挙げられます。

産業別の流動比率
　中小企業庁が今年7月に発表した資料※か
ら、産業別に中小企業（法人企業）の流動比率
を算出してまとめると、下表のとおりです。

　2年度ともすべての産業が150％を超えてい
ます。2021年度の産業別では、情報通信業が
276.5％で最も高くなりました。生活関連サービ
ス業，娯楽業、建設業、製造業も200％を超え
ています。

　貴社の流動比率と比較されてはいかがで
しょうか。

社長のための財務　流動比率
ここでは、企業の支払い能力を判断する指標である、 「流動比率」についてみていきます。

※中小企業庁「令和 4 年中小企業実態基本調査」
　全国の中小企業から選出した約 11万社を対象とした調査です。ここでの流動資産は現金・預金＋受取手形・売掛金＋棚卸資産＋その他の流動資産、流動
負債は支払手形・買掛金＋短期借入金（金融機関）＋短期借入金（金融機関以外）＋その他の流動負債です。詳細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00553010&tstat=000001019842

流動資産 ÷ 流動負債 × 100流動資産 ÷ 流動負債 × 100

 ● ●  固定資産を売却し、現金を増やす固定資産を売却し、現金を増やす
 ● ●  増資により資本を増やし、現金を増やす増資により資本を増やし、現金を増やす

2020
年度

2021
年度

建設業 200.1 207.5
製造業 198.7 203.8
情報通信業 245.5 276.5
運輸業，郵便業 180.5 182.3
卸売業 172.9 168.2
小売業 160.7 177.2
不動産業，物品賃貸業 176.9 193.7
学術研究，専門・技術サービス業 189.2 175.1
宿泊業，飲食サービス業 154.9 153.4
生活関連サービス業，娯楽業 172.0 208.1
他に分類されないサービス業 183.0 196.3

産業別の流動比率 （％）

中小企業庁「令和4年中小企業実態基本調査」より作成

社会保険労務士ケイエム・オフィス



1,265万人が実施
　上記調査結果から都道府県別に1年間でテ
レワークを実施した有業者数をまとめると、下
表のとおりです。
　全国でテレワークを実施した有業者は、
1,265万人でした。なお、 実施の頻度は20％未
満が654万人で、全体の5割を占めています。
　都道府県別にみると、東京都が330万人で
最も多く、神奈川県が154万人で続いています。
以下、50万人を超えたのが大阪府、埼玉県、千
葉県、愛知県となりました。

東京は40％に達する
　有業者に占める実施した割合（以下、実施割
合）は、全国で19.1％でした。東京都、神奈川県、
千葉県、埼玉県、大阪府は全国より高く、特に
東京都は40.2％ありました。他方10％未満の
県もあり、地域によってばらつきがみられます。

　経済産業省や厚生労働省などから、テレワー
クに関する補助制度が発表されています。これ
から導入を検討する企業はもちろん、すでに導
入している企業も、こうした制度も確認してはい
かがでしょうか。 
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都道府県別にみる
テレワークの実施状況
11月はテレワーク推進月間です。ここでは今年7月に発表された調査結果※から、都道府県別の
テレワークの実施状況をみていきます。

※総務省「令和 4 年就業構造基本調査」
　全国の約 54万世帯（15歳以上の世帯員約 108万人）を対象に、2022年（令和 4 年）10月 1日現在で行われた調査です。詳細は次の URLのページから確
認いただけます。有業者に占める実施した割合（実施割合）は、テレワーク実施の有無・頻度が不詳の人を除いて算出したものです。
https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/index2.html

テレワークを実施した有業者数と割合 （万人、％）

総務省「令和4年就業構造基本調査」より作成

総数 実施した 実施割合 総数 実施した 実施割合 総数 実施した 実施割合
全国 6,706.0 1,265.1 19.1 富山県 54.8 5.7 10.5 島根県 34.2 2.4 7.2
北海道 263.0 32.2 12.3 石川県 60.3 7.9 13.2 岡山県 96.7 9.5 9.9
青森県 61.1 4.4 7.2 福井県 42.0 4.8 11.6 広島県 145.3 21.4 14.9
岩手県 62.3 5.0 8.1 山梨県 44.1 4.6 10.5 山口県 66.1 6.1 9.3
宮城県 120.2 16.7 14.1 長野県 110.5 11.7 10.6 徳島県 35.4 2.9 8.3
秋田県 47.4 3.1 6.5 岐阜県 105.8 11.1 10.6 香川県 47.8 5.4 11.4
山形県 55.2 4.4 8.0 静岡県 195.5 22.3 11.5 愛媛県 66.0 6.4 9.8
福島県 94.3 7.9 8.5 愛知県 410.6 74.4 18.3 高知県 34.5 2.6 7.7
茨城県 152.1 20.4 13.6 三重県 92.4 10.5 11.5 福岡県 265.3 41.1 15.6
栃木県 103.0 13.3 13.1 滋賀県 76.7 11.4 15.0 佐賀県 41.9 3.8 9.1
群馬県 103.8 9.8 9.5 京都府 136.1 23.8 17.8 長崎県 63.9 6.3 10.0
埼玉県 397.3 86.1 21.9 大阪府 465.1 91.8 20.0 熊本県 88.0 9.6 11.1
千葉県 336.8 80.6 24.2 兵庫県 275.2 48.8 17.9 大分県 55.8 4.4 8.0
東京都 829.7 330.2 40.2 奈良県 63.7 10.1 16.0 宮崎県 53.7 4.7 8.9
神奈川県 511.5 153.6 30.3 和歌山県 46.0 3.5 7.8 鹿児島県 79.5 6.0 7.6
新潟県 112.6 9.9 8.8 鳥取県 28.4 2.2 8.0 沖縄県 74.4 10.5 14.4
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年末の行事や年初の備品発注などの準備に追われます。スケジュールの確認を徹底し、もれの
ないようにしましょう。

　11月は、所得税（復興特別所得税を含む）の予定納税第2期分の納付月です。もし、その年の申告納税見積額が予定納
税基準額※に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額にかかる承認を申請することができます。 11月1日～15
日までに提出できる減額申請は、予定納税のうち第2期分のみです。
※予定納税基準額は、税務署が計算をして事前に納税者へ通知します。この予定納税基準額は所得税及び復興特別所得
税の合計額で計算します。

　パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養親族の範囲（年間給与収入103万円以内）等で働いていることが
多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまうといって、急に休んでしまうことが
懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって「人手が足りない」と困ることがないよう、
調整しておきましょう。

　年が明けたら配布できるように、会社の年度カレンダーの準備を開始しましょう。取引先へカレンダーを配布している場
合には、年末の挨拶に間に合うように準備しましょう。
　年賀状の手配が必要になります。早めに送付先の確認をしておきましょう。

　秋の火災予防運動の時期です。いざというときに慌てないように、避難訓練や非常時の対応方法について周知しておきま
しょう。
　消防設備の点検： 消火器、非常口、非常階段、避難経路など　／　非常時の対応方法見直し： 連絡方法、避難対策など
　冬にかけて火を取り扱う機会が増えてきます。火の後始末の方法などを確認しましょう。また不用意に、燃えやすいもの等を
屋外に放置しないようにしましょう。

　今月は、冬の賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布
などを行いましょう。

　年末調整については、どこまで段取り・準備をすすめておくかで業務効率が大きく異なります。対象者へ確認する事項、
提出してもらう書類も多くあります。年末調整の申告書回収をすすめる前に、変更点を整理し、従業員からの問い合わせに
対応できるようにしておきましょう。申告書の提出忘れや証明書の添付もれなどがないように、回収期限を早めに設け、確
認しましょう。
　年末調整を電子化している企業も増えてきています。電子化することによる業務効率化のメリットは大きいため、紙の申
告書で年末調整を行っている企業では、電子化への切り替えを検討するのもよいでしょう。

年末調整の準備

年末賞与の支払準備

所得税の予定納税額の減額申請 （第2期分のみ）

パート等の年間収入をチェック

翌年のカレンダーの作製と年賀状の手配

防火対策06

05

04

03

02

01

お仕事備忘録　WOR K R EMINDER
11月号 / 2023
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今月は、年末調整や賞与支給などの準備に追われます。段取りよく計画をたててスムーズに業務
ができるようにしましょう。

日 曜日 六曜 項　　目

1 水 友引

●過労死等防止啓発月間 （～30日まで） 
●労働保険未手続事業一掃強化期間 （～30日まで） 
●テレワーク月間 （～30日まで） 

2 木 先負
3 金 仏滅 文化の日
4 土 大安
5 日 赤口
6 月 先勝
7 火 友引
8 水 先負 立冬

9 木 仏滅 ●秋季全国火災予防運動 （～15日まで） 

10 金 大安 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納期限 （10月分） 

11 土 赤口
12 日 先勝
13 月 仏滅

14 火 大安 ●継続・有期事業概算保険料延納額の納付日 （第2期分※口座振替を利用する場合） 

15 水 赤口 ●所得税の予定納税額の減額申請 （第2期分のみ）提出期限 

16 木 先勝
17 金 友引
18 土 先負
19 日 仏滅
20 月 大安
21 火 赤口
22 水 先勝 小雪
23 木 友引 勤労感謝の日
24 金 先負
25 土 仏滅
26 日 大安
27 月 赤口
28 火 先勝
29 水 友引

30 木 先負

●健康保険・厚生年金保険料の支払期限 （10月分） 
●所得税の予定納税額の納期限 （第2期分） 
●個人の事業税納期限 （第2期分）※各都道府県の条例で定める日まで 

お仕事カレンダー　WOR K CA LENDA R
11月号 / 2023
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